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 土地改良法（昭和 24年法律第 195 号）第 18条第 17 項の規定により、鹿島市

多良岳土地改良区から次のとおり役員が退任した旨届出があった。 

  令和７年７月１日 

佐賀県知事  山  口  祥  義    

役職名 氏名 住所 退任年月日 

理事 光武 弘行 鹿島市大字音成甲4689番地１ 令和７年２月12日 

監事 山口 和子 〃  古枝乙3004番地 令和６年10月12日 

 


